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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月９日（日） １１時３０分ごろ 

発生場所 徳島県鳴門市内 海
うちのうみ

 

 鳴門市亀浦港北防波堤東灯台から真方位２４５°１,１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.７′ 東経１３４°３６.７′） 

事故調査の経過  平成２３年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 幸
さち

丸、０.９トン 

   ＴＯ３－１９０７２（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.３１ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、平成６年３月４日 

Ｂ モーターボート 海
かい

童
どう

、５トン未満 

   ２８０－３６５４６徳島、個人所有 

   ６.６６ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４.４３kＷ、平成１０年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月１０日 

    免許証交付日 平成２１年２月２４日 

           （平成２６年５月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１月３１日 

    免許証交付日 平成２１年６月４日 

           （平成２６年８月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（同乗者） 

 損傷 

 

Ａ 船首外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾外板に破口及び右舷船尾ブルワークに曲損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約７ノットの対地速力で手動操舵に

より航行し、鳴門市の島田島と大毛島とを結ぶ堀越橋の下を通過した頃、

船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、内海で錨泊していたＢ船に気

付かず、船尾に行って餌の入った容器の水換えを始めたところ、平成２３
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年１月９日１１時３０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部とが衝突し

た。 

 船長Ａは、衝突後、回頭してＢ船に近づいたが、船長Ｂの救助要請が分

からず、Ｂ船の同乗者が落水したことに気付かなかったことから、Ｂ船に

支障がないものと思って係留地に帰航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか同乗者１人が乗船し、１１時００分ごろ、堀越橋南

西方沖６００ｍ付近の水深約８ｍのところで機関を止め、船首及び船尾か

らそれぞれ錨を投入して船首を南西方に向けて錨泊し、船長Ｂ及び同乗者

が左舷船尾部で釣りを始めた。 

 船長Ｂは、船尾方約１０ｍをＢ船に向けて接近するＡ船に気付き、危な

いと大声で叫んで注意を喚起したがＢ船とＡ船とが衝突し、衝撃で同乗者

が海中に投げ出された。 

 同乗者は、付近航行中の漁船の協力によりＢ船に引き上げられ、Ｂ船

は、自力で係留地に帰航した。 

 同乗者は、左肋骨打撲及び頸椎捻挫を負い、全治２週間の加療を要し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北～北西、風速 ３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、救命胴衣未着用であり、船長Ｂ及び同乗者は、２人とも救命

胴衣を着用していた。 

 船長Ａは、堀越橋付近海域が通航船の航路筋に当たり、これまで同海域

で錨泊している船を見かけたことがなかったので、錨泊船の存在について

留意していなかった。 

 Ｂ船は、錨の重さが船首約１５㎏、船尾約５㎏であり、船首尾から化学

繊維製の錨索をそれぞれ約２０ｍ延出していた。 

 船長Ｂは、携帯電話で最寄りの海上保安部に本事故の発生を連絡した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、内海を南西進中、船長Ａが、前路に他

船はいないと思い込み、船尾で餌の水換えを始

め、見張りを行っていなかったことから、前路で

錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に向けて航行し、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、内海で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向け

て接近するＡ船に気付き、Ａ船に対して大声で叫

んで注意を喚起したものと考えられる。 

原因  本事故は、内海において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、

見張りを行っていなかったため、Ｂ船に気付かずに航行し、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




